












※ 混雑状況により、受付を早めに締め切る場合があります。申告書の作成には１時間以上かかる
ことがありますので、申告書の作成・相談で来署される場合は、午後４時くらいまでにはお越
しください。

※ 確定申告期間中は大変込み合います。お車での来署は、極力ご遠慮ください。また、税務署前
の路上にお車を駐停車しないようお願いいたします。

平成２９年２月１６日（木）～３月１５日（水）
● 相談：午前９時 ～ 午後５時まで（受付は午前８時３０分 ～）

土、日及び祝日を除く。（２月１９日（日）及び２月２６日（日）は開設します。）

税目 申告及び納税の期限 振替日

所得税（復興特別所得税） 平成２９年
３月１５日（水）まで

平成２９年４月２０日（木）

贈与税 振替納税はできません

消費税（個人事業者）
平成２９年
３月３１日（金）まで

平成２９年４月２５日（火）

平成２８年分申告・納税の期限及び振替日は、次のとおりです。

確定申告書作成会場を、次のとおり開設します。

確定申告書にはマイナンバーが必要です。

大和税務署からのお知らせ

● 税務署へご提出いただく確定申告書については、マイナンバー（個人番号）の記載が必要であると

ともに、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

● 本人確認書類とは、ご本人のマイナンバー

を確認できる書類のことであり、次のよう

なものが該当します。

● 国税に関する社会保障・税番号（マイナン

バー）制度の詳しい情報は、国税庁ホーム

ページ（www.nta.go.jp）のトップページに

ある「社会保障・税番号制度《マイナン

バー》」をクリックして、ご覧ください。

※ e-Taxで送信すれば、提示又は
　 写しの添付が不要です。

※ 振替納税のご利用（新規・変更・他署からの転入）は手続きが必要です。

（例１）　マイナンバーカード

（例２）　通知カード及び運転免許証



29 2 19
8 45 17 30

29 2 26
8 45 17 30

29 3 11
8 45 12 00


